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搾
取
が
進
み
、
労
働
分
配
率
は
下
落

企
業
の
内
部
留
保
４
４
６
兆
円
（
前
年
比
△

兆
円
）

40

人
件
費
搾
取
に
よ
る
利
益
に
他

な
ら
な
い
。
異
常
な
ほ
ど
、
労

働
者
を
食
い
物
に
し
て
、
企
業

の
利
益
を
伸
ば
し
て
い
る
。

労
働
者
の
賃
金
は
下
降
線
を

た
ど
っ
て
い
る
。

春
闘
は
、

18

安
倍
首
相
が
３
％
水
準
の
賃
上

げ
を
放
言
し
て
、
５
回
目
の
管

制
春
闘
に
引
き
込
ん
だ
。
賃
金

回
答
は
、
労
働
者
の
期
待
を
裏

切
る
２
・

％
（
６
０
６
１
円
）

09

に
と
ど
ま
っ
た
。
中
小
組
合
は
、

１
０
０
０
円
～
３
０
０
０
円
の

低
額
回
答
に
抑
え
ら
れ
て
い

る
。

日
本
企
業
の
「
搾
取
」
は
、

か
つ
て
な
い
水
準
ま
で
高
ま

っ
て
い
る
。
上
場
企
業
（
金

融
除
く
）
は

年
３
月
期
に

18

売
上
高
が
約
５
６
０
兆
円
と

最
高
の
更
新
を
続
け
て
い
る
。

純
利
益
も
約

兆
円
と
２

29

期
連
続
で
過
去
最
高
と
な
っ

た
。
儲
け
で
あ
る
純
利
益
は

合
計

兆
７
８
５
６
億
円
と

28

前
期
比
で
約
３
割
増
と
大
き

く
伸
び
た
。
直
近
５
年
間
で

３
倍
ま
で
膨
ら
ん
で
お
り
、

経
済
先
進
国
の
企
業
と
し
て

は
異
例
だ
。
そ
の
中
身
は
、

【
内
部
留
保
】

財
務
省
が
９
月
３
日
発
表
し

た

年
度
の
法
人
企
業
統
計
に

17
よ
る
と
、
企
業
の
内
部
留
保
は
、

金
融
・
保
険
業
を
除
く
全
産
業

で
前
年
度
比
９
・
９
％
増
の
４

４
６
兆
４
８
４
４
億
円
と
な

り
、
過
去
最
高
と
な
っ
た
。

企
業
の
利
益
で
、
労
働
者
の

賃
金
・
一
時
金
、
福
利
厚
生
に

充
て
る
割
合
を
示
す
「
労
働
分

配
率
」
は

・
２
％
に
な
り
、

66

前
年
度
の

・
７
％
か
ら
下
落

66

し
た
。

企
業
の
利
益
の
伸
び
と
は
対

照
的
に
労
働
者
の
賃
金
は
抑
え

ら
れ
、
企
業
だ
け
が
利
潤
を
独

り
占
め
に
し
て
い
る
。

【
労
働
分
配
率
】

生
産
活
動
な
ど
を
通
じ
て
企

業
が
生
み
出
し
た
付
加
価
値
の

う
ち
、
労
働
者
の
賃
金
、
福
利

厚
生
な
ど
の
形
で
労
働
者
に
配

分
さ
れ
た
割
合
。
国
全
体
で
み

る
と
、
国
民
所
得
に
占
め
る
雇

用
者
報
酬
の
比
率
な
ど
で
示
さ

れ
る
。
企
業
の
稼
ぎ
が
ど
れ
だ

け
働
く
人
に
人
件
費
と
し
て
回

っ
た
か
を
測
る
目
安
と
な
る
。

【
搾
取
】

生
産
手
段
の
所
有
者
が
生
産

手
段
を
も
た
な
い
労
働
者
か

ら
、
そ
の
労
働
の
成
果
を
無
償

で
取
得
す
る
こ
と
。
資
本
主
義

社
会
で
は
、
資
本
家
が
労
働
者

か
ら
剰
余
価
値
を
取
得
す
る
形

で
表
れ
る
。



就
労
目
的
の
外
国
人
受
け
入

れ
拡
大
に
向
け
、
政
府
が
新
た

な
在
留
資
格
創
設
（
単
純
労
働

を
含
め
て
幅
広
い
分
野
で
外
国

人
受
け
入
れ
を
決
定
）
と
来
春

の
運
用
開
始
を
目
指
す
中
、
全

国
知
事
会
は
８
月

日
、
法
務

29

省
な
ど
に
対
し
、
人
手
不
足
が

深
刻
な
製
造
業
や
小
売
業
、
警

備
な
ど
に
も
対
象
を
広
げ
る
よ

う
提
言
し
た
。
政
府
は
当
初
案

の
農
業
や
造
船
な
ど
５
分
野
に

加
え
、
各
業
界
の
要
望
に
迎
合

し
て
食
品
加
工
な
ど

以
上
の

15

職
種
追
加
を
検
討
、「
移
民
政
策
」

ま
で
踏
み
込
む
議
論
が
本
格
化

し
て
い
る
。
提
言
書
は
同
日
、

全
国
知
事
会
か
ら
、
上
川
陽
子

法
相
に
手
渡
さ
れ
た
。

「
働
き
手
不
足
」
を
理
由
に
、

安
倍
政
権
は
、「
日
本
経
済
の
更

な
る
活
性
化
及
び
競
争
力
強
化

の
観
点
か
ら
、
外
国
人
の
受
け

入
れ
と
活
用
」
が
盛
り
込
ま
れ

外
国
人
就
労
の
拡
大
と
環
境
整
備
の
名
の
下
に

搾
取
強
化
に
走
る
経
営
者

国
会
審
議
で
丸
投
げ
し
た
（
労
政
審
）

パ
ー
ト
・
有
期
、
派
遣
の
省
令
・
指
針
で
議
論

労
働
政
策
審
議
会
の
第
９
回

同
一
労
働
同
一
賃
金
部
会
（
同

一
部
会
、
守
島
基
博
部
会
長
）

は
８
月

日
日
、
働
き
方
改
革

30

関
連
法
の
う
ち
「
雇
用
形
態
に

か
か
わ
ら
な
い
公
正
な
待
遇
の

確
保
」
に
関
す
る
改
正
３
法
（
パ

ー
ト
タ
イ
ム
労
働
法
、
労
働
契

約
法
、
労
働
者
派
遣
法
）
の
省

令
・
指
針
の
議
論
を
開
始
し
た

＝
写
真
。
「
パ
ー
ト
・
有
期
関

係
」
と
「
派
遣
関
係
」
に
分
け

て
進
め
る
方
針
で
、

月
ま
で

10

に
決
着
を
さ
せ
る
方
向
で
進
め

て
い
る
。
次
回
の
会
合
は
９
月

日
で
、

月
２
日
か
ら
「
派

10

10

遣
関
係
」
の
議
論
も
本
格
化

さ
せ
る
。

働
き
方
改
革
関
連
法
の
成

立
に
伴
う
省
令
・
指
針
に
つ

い
て
は
、
国
会
で
の
法
案
審

議
で
は
全
く
議
論
さ
れ
ず
、

労
政
審
に
丸
投
げ
を
し
た
。

改
正
労
働
基
準
法
で
定
め
た

残
業
の
上
限
規
制
、
年
次
有

給
休
暇
の
時
季
指
定
、
高
度

プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
制
度

を
主
要
テ
ー
マ
に
し
た
「
労

働
条
件
分
科
会
」
、
成
立
後
で

は
初
め
て
開
い
た
「
同
一
部

会
」
の
２
つ
の
労
政
審
が
軸
と

な
る
。「
同
一
部
会
」
で
は
、「
同

一
労
働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」
も
詰
め
て
い
く
と
し
て
い

る
。労

政
審
に
お
け
る
「
高
プ
ロ

分
科
会
」「
同
一
分
科
会
」
で
、

労
働
基
準
法
を
丸
裸
に
し
て
、

改
悪
し
た
労
働
法
制
が
決
め
ら

れ
よ
う
と
し
て
い
る
。

安
倍
政
権
主
導
の
「
働
き
方
」

法
案
は
、
資
本
の
思
い
に
沿
っ

た
ブ
ラ
ッ
ク
政
策
で
、
労
働
組

合
も
法
曹
界
も
反
対
し
て
い

る
。
法
案
可
決
で
大
喜
び
し
た

の
は
経
営
側
だ
け
だ
。
省
令
・

指
針
を
労
政
審
に
ゆ
だ
ね
る
こ

と
な
く
労
働
側
の
声
を
強
く
し

た
い
。

た
閣
議
決
定
は
５
年
連
続
で

明
記
を
し
て
き
た
。

年

月
末
時
点
で
、
外

16

10

国
人
労
働
者
数
は
約
１
０
８

万
人
、
外
国
人
を
雇
用
す
る

事
業
所
数
は
約

万
に
達
し

17

て
お
り
、
そ
の
数
は
右
肩
上

が
り
に
増
え
続
け
て
い
る
。

現
在

万
人
が
働
い
て
い
る

22

外
国
人
技
能
実
習
生
は
、
19

年
４
月
か
ら
、
３
年
の
期
間

を
５
年
に
延
長
す
る
。

人
手
不
足
に
悩
む
建
設
、

農
業
、
宿
泊
、
介
護
、
造
船
の

ほ
か
、
製
造
業
や
外
食
な
ど
で

新
た
な
就
労
資
格
を
作
る
。
現

時
点
で
も
コ
ン
ビ
ニ
、
工
場
、

農
家
で
は
外
国
人
労
働
者
へ
の

依
存
度
が
高
い
。

日
本
で
働
く
外
国
人
の
雇
用

実
態
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の

か
、
外
国
人
労
働
者
を
雇
用
す

る
資
本
家
は
、
利
潤
第
一
に
低

賃
金
の
雇
用
を
考
え
、
社
会
の

ス
タ
ン
ダ
ー
ト
に
し
よ
う
と
す

る
。


